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厚
生
労
働
省

○
経
済
産
業
省
令
第

号

環

境

省

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
四
十
八
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
四
十
一
条
第
一
項
及
び
第

三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
同
法
を
実
施
す
る
た
め
、
有
害
性
情
報
の
報
告
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
を

次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和

年

月

日

厚
生
労
働
大
臣

名

経
済
産
業
大
臣

名

環
境
大
臣

名

有
害
性
情
報
の
報
告
に
関
す
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令

有
害
性
情
報
の
報
告
に
関
す
る
省
令
（
平
成
十
六
年
厚
生
労
働
省
・
経
済
産
業
省
・
環
境
省
令
第
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ

う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
の
よ
う
に
改
め
る
。

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）
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改 
 

正 
 

後 

改 
 

正 
 

前 
 

 

（
報
告
を
要
す
る
知
見
の
範
囲
） 

第
一
条 

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る

法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項

（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
各
号
に
規
定
す
る
性
状
を
有
す
る
こ

と
を
示
す
知
見
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省

令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

性
状
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
知
見
と
す

る
。
た
だ
し
、
法
第
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
監
視
化
学

物
質
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
及
び
第
二
号
に
定
め
る
知
見

（
報
告
を
要
す
る
知
見
の
範
囲
） 

第
一
条 

化
学
物
質
の
審
査
及
び
製
造
等
の
規
制
に
関
す
る

法
律
（
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
四
十
一
条
第
一
項

（
同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
各
号
に
規
定
す
る
性
状
を
有
す
る
こ

と
を
示
す
知
見
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省
令

及
び
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る

性
状
に
つ
き
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
知
見
と
す
る
。 
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に
関
し
、
報
告
す
る
こ
と
を
要
し
な
い
。 

一
～
四 

（
略
） 

五 

報
告
対
象
物
質
が
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化

を
生
じ
や
す
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
、
自
然
的

作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
に
よ
り
生
成
す
る
化
学
物
質

(

元
素
を
含
む
。)

が
前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と 

当
該
各
号
に
定
め
る
知
見 

（
報
告
を
要
す
る
知
見
に
係
る
報
告
書
の
提
出
） 

第
二
条 

報
告
対
象
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
営
む

者
は
、
そ
の
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
た
報
告
対
象
物
質
に

つ
い
て
、
前
条
に
規
定
す
る
知
見
が
得
ら
れ
た
と
き
は
、

 

一
～
四 

（
略
） 

五 

報
告
対
象
物
質
が
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化

を
生
じ
や
す
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
、
自
然
的

作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
に
よ
り
生
成
す
る
化
学
物
質

(

元
素
を
含
む
。)

が
前
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の
で
あ
る
こ
と 

前
各
号
に
掲
げ
る
知
見 

（
報
告
を
要
す
る
知
見
に
係
る
報
告
書
の
提
出
） 

第
二
条 

報
告
対
象
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
営
む

者
は
、
そ
の
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
た
報
告
対
象
物
質
に

つ
い
て
、
前
条
に
規
定
す
る
知
見
が
得
ら
れ
た
と
き
は
、
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法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
知
見
を

得
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
様
式
第
一
に
よ
る
報
告
書

を
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
を
行
う
組
成
、
性
状
等
）

第
三
条

法
第
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
組
成
、
性
状

等
に
関
す
る
知
見
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省

令
、
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
定
め
る

知
見
と
す
る
。

一
～
二
十
五

（
略
）

二
十
六

優
先
評
価
化
学
物
質
、
監
視
化
学
物
質
又
は
第

法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
知
見
を

得
た
日
か
ら
六
十
日
以
内
に
別
記
様
式
第
一
に
よ
る
報
告

書
を
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
を
行
う
組
成
、
性
状
等
）

第
三
条

法
第
四
十
一
条
第
三
項
に
規
定
す
る
組
成
、
性
状

等
に
関
す
る
知
見
と
し
て
厚
生
労
働
省
令
、
経
済
産
業
省

令
及
び
環
境
省
令
で
定
め
る
も
の
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
知
見
と
す
る
。

一
～
二
十
五

（
略
）

二
十
六

優
先
評
価
化
学
物
質
、
監
視
化
学
物
質
又
は
第
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二
種
特
定
化
学
物
質
が
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変

化
を
生
じ
や
す
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
、
自
然

的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
に
よ
り
生
成
す
る
化
学
物

質
（
元
素
を
含
む
。
）
に
関
す
る
前
各
号
の
い
ず
れ
か

に
定
め
る
知
見

（
報
告
を
行
う
組
成
、
性
状
等
に
係
る
報
告
書
の
提
出
）

第
四
条

優
先
評
価
化
学
物
質
、
監
視
化
学
物
質
又
は
第
二

種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
営
む
者

は
、
そ
の
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
た
優
先
評
価
化
学
物

質
、
監
視
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
に
つ
い

て
、
前
条
に
規
定
す
る
知
見
を
有
し
て
い
る
と
き
は
、
法

二
種
特
定
化
学
物
質
が
自
然
的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変

化
を
生
じ
や
す
い
も
の
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
、
自
然

的
作
用
に
よ
る
化
学
的
変
化
に
よ
り
生
成
す
る
化
学
物

質
（
元
素
を
含
む
。
）
に
関
す
る
前
各
号
の
い
ず
れ
か

に
掲
げ
る
知
見

（
報
告
を
行
う
組
成
、
性
状
等
に
係
る
報
告
書
の
提
出
）

第
四
条

優
先
評
価
化
学
物
質
、
監
視
化
学
物
質
又
は
第
二

種
特
定
化
学
物
質
の
製
造
又
は
輸
入
の
事
業
を
営
む
者

は
、
そ
の
製
造
し
、
又
は
輸
入
し
た
優
先
評
価
化
学
物

質
、
監
視
化
学
物
質
又
は
第
二
種
特
定
化
学
物
質
に
つ
い

て
、
前
条
に
規
定
す
る
知
見
を
有
し
て
い
る
と
き
は
、
法
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第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
遅
滞
な
く
、
様

式
第
二
に
よ
る
報
告
書
を
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済
産
業

大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

第
四
十
一
条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
遅
滞
な
く
、
別

記
様
式
第
二
に
よ
る
報
告
書
を
、
厚
生
労
働
大
臣
、
経
済

産
業
大
臣
及
び
環
境
大
臣
に
提
出
す
る
も
の
と
す
る
。

様
式
第
一
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第一（第二条関係）

年 月 日

　厚生労働大臣

　経済産業大臣 殿

　環　境　大　臣

住所

備考
１． 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２． 試験報告書、有害性情報の内容を示す書類等を添付すること。

氏名又は名称及び法人にあつては、
その代表者の氏名

　化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第４１条第１項（同条第２項において準用する
場合を含む。）の規定に基づき、別記のとおり報告します。

報告対象物質の名称は、構造がわかる名称（IUPAC 名称、CAS 登録名称等）を記載するこ
と。

官報公示整理番号の欄には、新規化学物質の場合、新規化学物質に関する審査の処理番
号等を記載すること。
優先評価化学物質の場合、通し番号及び官報公示整理番号の両方を記載すること。

CAS登録番号（CAS RN）は、米国化学会（American Chemical Society）の情報部門である
CAS（Chemical Abstracts Service）によつて個々の化学物質に付与された識別番号である。
把握している場合は記載すること。

試験報告書、有害性情報の内容を示す書類等の添付を省略する場合は、以下に理由を記載

３．

４．

５．

有害性情報報告書

7 



（別記）

１．化学物質名称等

(1) ：

(2) 構造式 ：

(3) 官報公示整理番号 ：

(4) ：

２．①　有害性情報等の概要

(1) 知見を得た年月日 ： 年 月 日

(2) 入手方法 ：

(3) 試験の種類 ：

(4) 試験等の結果 ：

２．②　有害性情報等の概要

(1) 知見を得た年月日 ： 年 月 日

(2) 入手方法 ：

(3) 試験の種類 ：

(4) 試験等の結果 ：

２．③　有害性情報等の概要

(1) 知見を得た年月日 ： 年 月 日

(2) 入手方法 ：

(3) 試験の種類 ：

(4) 試験等の結果 ：

２．④　有害性情報等の概要

(1) 知見を得た年月日 ： 年 月 日

(2) 入手方法 ：

(3) 試験の種類 ：

(4) 試験等の結果 ：

CAS登録番号
（CAS RN）

（新規化学物質の場合は処理番号、優先評価化学物質の場
合は通し番号及び官報公示整理番号）

報告対象物質の名称

8 
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様
式
第
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。



様式第二（第四条関係）

年 月 日

　厚生労働大臣

　経済産業大臣 殿

　環　境　大　臣

住所

試験報告書、有害性情報の内容を示す書類等の添付を省略する場合は、以下に理由を記載

備考
１． 用紙の大きさは、日本産業規格Ａ４とすること。
２． 試験報告書、有害性情報の内容を示す書類等を添付すること。
３．

４．

　化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律第４１条第３項の規定に基づき、別記のとお
り報告します。

CAS登録番号（CAS RN）は、米国化学会（American Chemical Society）の情報部門である
CAS（Chemical Abstracts Service）によつて個々の化学物質に付与された識別番号であ
る。把握している場合は記載すること。

有害性情報報告書

氏名又は名称及び法人にあつては、
その代表者の氏名

報告対象物質の名称は、構造がわかる名称（IUPAC 名称、CAS 登録名称等）を記載する
こと。

10 



（別記）

１．化学物質名称等

(1) ：

(2) 構造式 ：

(3) 官報公示整理番号 ：

(4) 通し番号又は政令番号 ：

(5) ：

２．有害性情報等の概要

(1) 試験の種類 ：

(2) 試験等の結果 ：

優先評価化学物質、監視
化学物質又は第２種特定
化学物質の名称

CAS登録番号
（CAS RN）

11 
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附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
前
の
様
式
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
様
式
」
と
い
う
。
）
に
よ
り

使
用
さ
れ
て
い
る
書
類
は
、
こ
の
省
令
に
よ
る
改
正
後
の
様
式
に
よ
る
も
の
と
み
な
す
。

３

こ
の
省
令
の
施
行
の
際
現
に
あ
る
旧
様
式
に
よ
る
用
紙
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
こ
れ
を
取
り
繕
っ
て
使
用
す
る
こ
と

が
で
き
る
。




